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第４章 計画の内容 
 
ここでは以下の表記を用いて、計画の内容について記載しています。 
 
○計画の指標について 
「新規」･･･新規事業として実施 
「検討」･･･実施に向けた検討 
「継続」･･･引き続き継続 
「拡充」･･･開催回数や対象者、内容を現状より充実 

 
○重点施策について 

     市が重点的に取り組む基本施策については、施策名に 重点 と表記 

 
 
 １  地域参加と生きがいづくりの推進 

高齢者自身の生きがいづくりや退職した団塊の世代の集う場づくり、高齢者

の地域参加や介護予防を積極的に支援していきます。 

 

＜基本目標＞         ＜基本施策＞ 

                                        
 
 
 
 
 
図 4-1 町田市が描く高齢者のための未来予想図と基本目標との関係 
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（１）高齢者の生きがい・集う場づくり  重点   

【現状と課題】 

現在、老人クラブやふれあいサロンなどを中心に、仲間づくり、生きがい

づくりが行われています。さらに、市内 6 か所のふれあい館（＊高齢者福祉

センター）は、趣味活動や憩いの場として活用されています。また、市では

生きがい・集う場づくりにつながることから、＊シルバー人材センターを通じ

て高齢者の就労の機会の確保について支援を行っています。 

10 年後は高齢者数が現在の約 1.2 倍になり、約４人に１人が高齢者とな

ると想定されます。その内、約 80％の方が元気高齢者であるため、生きが

いづくりや集う場づくりへの支援を充実させる必要があります。また、より

多くの高齢者が参加できるような魅力的な活動の仕組みや拠点が必要となっ

てきます。 

 
10 年後の目指す姿 

 
 
 
 
 
図 4-2 高齢者の生きがい・集う場づくりの 10 年後のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ふれあい館が、従来の機能に加えて、地域のネットワークや情報発信など

の機能を有し、生きがいづくりや集う場の拠点になっています。 

高齢者が住み慣れた地域で、色々な仲間と集える場があり、趣味や就労に取

り組めることで、いつまでも元気に生きがいをもって暮らすことができます。
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【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 生きがい・集う場づくりの支援 継続 継続 

② 就労の機会を確保する取組 継続 継続 

 

① 生きがい・集う場づくりの支援 
高齢者が地域でいきいきと暮らし続けられるために、老人クラブの活動、

シルバー人材センターの会員登録、ふれあい館の利用などにより、生きがい

や集う場づくりを引き続き推進します。 

ふれあい館は、高齢者がいつでも気軽に集うことのできる場であり、今後、

地域の情報発信やネットワーク構築の拠点としての活用を検討していきます。 

また、ＵＲ（都市再生機構）、ＪＫＫ（東京都住宅供給公社）などの集合住

宅の集会所を集う場として活用することも検討していきます。 

さらに、社会の動向や市民ニーズの変化を踏まえ、より多くの方が参加で

きる魅力的な活動の仕組みや拠点についても検討していきます。 

 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．老人クラブ 
育成事業 

生きがいや健康づくり、社会
奉仕等の活動を通じ、地域に
貢献している老人クラブを継
続して支援します。 

113 
クラブ 

継続 継続 

イ．高齢者スポーツ 
普及事業 

スポーツ用具の貸出やゲート
ボールなどのスポーツ大会の
開催を通じて、高齢者の健康
増進の支援やコミュニケーシ
ョンの場を提供し、高齢者へ
の生きがいづくりを推進しま
す。 

大会参加者 
約 2,000 人 

継続 継続 

ウ．ふれあい館（高齢
者福祉センター）
機能の検討 
 

ふれあい館では高齢者がいき
いきと生活できるよう多種の
講座や健康相談等の行事を行
い、生きがいや集う場づくり
に取り組んでいます。また、
ふれあい館の役割や機能につ
いて検討を行います。 

━ 

新規 

 

機能の
検討 

継続 
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② 就労の機会を確保する取組 

シルバー人材センターへの支援によって、高齢者がいきいきと働ける機会

を確保し、高齢者の生きがいづくりを推進します。 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．シルバー人材 
センター振興 
事業 

シルバー人材センターによる
高齢者の豊富な知識、経験等
を生かした就業機会の提供や
就業に必要な知識、技能を習
得する機会の提供に対し、指
導、支援しています。 

3,500 人 継続 継続 

 
 
（２）健康づくり・介護予防の推進 重点 

【現状と課題】 

高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし続けるためには、健康の維持が大

切です。そのためには、健康づくり・介護予防を進めていくことが必要です。 

健康づくり・介護予防は、高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし続ける

ための支援として、出張・地域介護予防教室など幅広い介護予防啓発事業を

各地域で行ってきました。また、要支援・要介護状態になる可能性のある高

齢者に対しては、生活機能（日常生活で必要となる機能）の低下を防止する

ために、＊二次予防事業プログラムへとつなげてきました。 

今後高齢者の増加に伴い、要介護認定者も増加することが見込まれるため、

効果的な介護予防事業を実施するとともに、健康づくり・介護予防に対する

取組みが自主的かつ日常的な取組みとして実践・定着するよう支援すること

が必要です。また、生活機能が低下した方を早期に発見し、早期に介護予防

事業へつなげることが重要です。 

施策を推進するためには、＊町田市保健医療計画との連携を図りながら進め

ていくことが必要です。 

 

10 年後の目指す姿 

 
 
 

健康づくりや介護予防の取り組みが自主的に行われ、高齢者が住み慣れた

地域で元気に自立した生活が送れます。 
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【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 高齢者に対する健康づくり・介護予防 拡充 拡充 

② 要支援・要介護状態になる可能性のある
高齢者（二次予防事業対象者）に対する
介護予防 

拡充 拡充 

 
図 4-3 健康づくり・介護予防の取組みイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   は、市の役割、  は市民の自主的な活動を示しています。 
 
 

市では健康な高齢者に対し、健康づくり・介護予防の動機付けに関する取

組みを推進します。また、要支援・要介護状態になる可能性のある高齢者（二

次予防事業対象者）の早期発見を行い、二次予防事業の参加促進を行います。 

市民の自主的な活動として、介護予防サポーター養成講座などを通じて、

健康づくり・介護予防の地域での担い手となることが期待されます。 

要支援・要介護
認定者

要支援・要介護
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（二次予防
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介
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介
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方
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 介護予防普及啓発事業

  ・出張介護予防教室

  ・地域介護予防教室

  ・介護予防月間　など

健康づくりに
かかわる事業
 ・成人健診
 ・健康教育

二次予防事業
対象者把握事業
・基本チェックリスト
　の送付・回収

啓発

参加
促進

参加者に対する地域
における活動支援

・介護予防サポーター
　養成講座
・いきいきポイント制度
　　　　　　　　　　など

地域参加・集う

地域における
活動支援

地域の担い手づくり

　
　
市
民
の

　
　
自
主
的
な
活
動

介護予防ケアマネジメント
・高齢者支援センターによる
　個別的ケアマネジメント

 
二次予防事業プログラム
・いきいきアップ講座
・高齢者運動トレーニング
・訪問指導　など
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① 高齢者に対する健康づくり・介護予防 

健康でいきいきと高齢期を過ごすために、高齢者が健康づくり・介護予防

の意義を理解して、自ら継続的に取り組む支援を行います。誰もが身近な地

域で健康づくり・介護予防に取り組めるように、参加しやすい事業の開催と

町内会・自治会など地域での健康づくり・介護予防の普及啓発を実施します。

また、仲間とともに継続して実践できるように自主グループ活動の支援を行

います。 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．高齢者の健康 

づくり 

町田市保健医療計画に基
づき、成人健診、健康教
育を行います。健康担当
主管課と連携しながら、
健康意識の向上に取り組
みます。 

特定健康診
査受診率 
51％ 
 

後期高齢者
健康診査 
受診率
55％ 
 

健康教育 
5 回 

特定健康診
査受診率
65％ 
 

後期高齢者
健康診査受
診率 65％ 

 
健康教育 
10 回 

拡充 

イ．出張介護予防教室 

町内会・自治会等の地域
活動の場に出向いて、介
護予防の普及啓発を行い
ます。 

開催地域 
70 箇所 

開催地域 
85 箇所 

拡充 

ウ．地域介護予防教室 

地域の活動施設等を会場
として、運動器の機能向
上や、栄養改善、口腔機
能の向上などの連続講座
を開催し、自主グループ
化を促します。 

延参加人数 
2,200 人 

延参加人数 
2,500 人 

拡充 

エ．介護予防月間 

10 月を「介護予防月間」
に設定し、介護予防の普
及啓発を強化します。講
座の開催やイベントの実
施を、高齢者支援センタ
ーや市民と協働で実施し
ます。 

延参加人数 
3,500 人 

延参加人数 
4,000 人 

拡充 

オ．認知症発症遅延活

動事業 

認知症の発症遅延を目的
としたプログラムを実施
し、認知症予防の習慣化
と自主グループの育成・
支援を行います。 

自主グループ数 
40 グループ 

自主グループ数 
80 グループ 

拡充 
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② 支援・要介護状態になる可能性のある高齢者（二次予防事業対象者） 
に対する介護予防 

 
二次予防事業対象者を把握し、身体状況に応じた二次予防事業プログラム

を実施することで、要支援・要介護状態になることを防ぐことや、遅らせる

支援を行います。二次予防事業対象者を早期発見・早期対応するために、把

握方法の見直しや、介護予防事業への参加促進を行います。また、対象者自

身の意欲を引き出し、自主的に取組みを行えるよう、介護予防ケアマネジメ

ントの充実をはかります。 

 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．二次予防事業 

対象者把握事業 

二次予防事業対象者を早
期に把握するために、基
本チェックリストを全対
象者に直接送付し、二次
予防事業の対象者把握を
行います。 

把握率： 

対象者の 

50％ 

把握率：
対象者の 
65％ 

拡充 

通所型  

参加人数 
240 人 

通所型 

参加人数 
1000 人 

 

拡充 イ．二次予防事業 

プログラム 

 

（通所型介護予防事業） 

（訪問型介護予防事業） 

生活機能が低下している
方に、通所による運動機
能の向上、栄養改善、口
腔機能の向上のプログラ
ムを実施し、生活機能の
向上を目指します。また、
通所が困難な方には、看
護師や栄養士が訪問し個
別的な保健指導を行いま
す。 

訪問型 

訪問回数 

410 回 

訪問型 

訪 問 回 数 

500 回 

拡充 
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（３）地域の担い手づくり 

【現状と課題】 

地域には、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、家族に介護者がいる世

帯など支援を必要とする人が多くいます。今後も、こうした支援を必要とす

る人は増加することが考えられます。一方で、定年を迎えた団塊の世代など、

元気な高齢者の力も活用しながら、地域福祉を推進することが求められます。 

【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 高齢者の地域参加の推進 拡充 拡充 

 
① 高齢者の地域参加の推進 

高齢者が住み慣れた地域で地域貢献につながる活動等に参加することで、

地域の担い手になるよう支援します。 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．いきいきポイント 
制度 

高齢者が地域参加、地域
貢献を通して介護予防や
健康増進に取組み、地域
の支えあいや高齢者相互
の支えあいを育成・支援
することを目的とした制
度です。地域の様々な活
動などにポイントを交付
し、還元を行います。 

登録者 
750 人 

活動場所 
90 箇所 

登録者 
1000 人 

活動場所 
120 箇所 

拡充 

イ．介護予防サポーター 
養成事業 

介護予防に関する講座を
開催し、自らの介護予防
の知識を深めるととも
に、地域で介護予防の普
及・啓発ができる人材を
養成します。 

介護予防 

サポーター数 
477 人 

介護予防 

サポーター数 

777 人 

拡充 
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 ２  住み慣れた地域での生活継続の推進 

高齢者が地域で安心して暮らしていけるように、高齢者支援センターの機能

の充実や、高齢者見守り支援ネットワークの構築、認知症高齢者への支援など

を積極的に推進します。 
 

＜基本目標＞           ＜基本施策＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4-4 町田市が描く高齢者のための未来予想図と基本目標との関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 地域参加と生きがい
    づくりの推進

就労の機会の確保

高齢者の生きがい・
集う場づくり

シルバー人材センター

民間企業等

社会福祉協議会

４ 安心して介護保険サービス
　を利用できる環境づくり

保健・福祉・介護・医療との連携

５ 介護保険事業の円滑な運営 介護給付・運営の
適正化の推進

介護保険施設の整備

介護保険
施設

地域密着型
サービス

介護人材の育成・
確保支援

３ 自分に合った施設
　や住まいの選択

高齢者の住まいの
選択肢拡大

２ 住み慣れた地域での
　 生活継続の推進

自主グループ

健康づくり・
介護予防の推進

ふれあい館 ふれあい
サロン

ボランティア

民生・児童委員

町内会・自治会

ＮＰＯ団体等

医療機関

老人クラブ

高齢者のみ世帯

要介護認定者
がいる

高齢者による
介護

ひとり
暮らし高齢者

認知症高齢者

認知症高齢者支援

高齢者支援
センター

高齢者支援センター
機能の充実

高齢者の見守り支援
ネットワークの拡大

家族介護者支援

生きがい
推進

会の確保

高齢者の生きがい・
集う場づくり

材センター

３ 自分に合った施設
　や住まいの選択

２ 住み慣れた地域での
　 生活継続の推進

自主グループ

健康づくり・
介護予防の推進

ふれあい館 ふれあい
サロン

ボランティア

町内会・自治会

ＮＰＯ団体等

老人クラブ

高齢者のみ世帯

要介護認定者
がいる

高齢者による
介護

ひとり
暮らし高齢者

認知症高齢者

認知症高齢者支援

高齢者支援
センター

高齢者支援センター
機能の充実

高齢者の見守り支援
ネットワークの拡大

家族介護者支援

２ 住み慣れた地域での

生活継続の推進 

（１）見守り支援ネットワークの推進  重点 

（２）要援護高齢者支援 

（３）生活支援サービスの実施 

（４）高齢者支援センターの機能の充実  重点

（５）認知症高齢者及び家族介護者支援  重点

（６）高齢者の権利擁護 
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（１）見守り支援ネットワークの推進  重点   

【現状と課題】 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加し、地域との関わりがなく社

会的にも孤立しがちな高齢者を、身近な地域で支えあう仕組みづくりが始ま

っています。 

地域に密着した市内の町内会・自治会単位での活動には、ふれあい収集や

配食事業、郵便局や新聞販売店などとの連携を図り、多様なネットワークを

重層的に構築することにより、高齢者が安心して生活を継続できるように推

進することが必要です。  
 

10 年後の目指す姿 

 
 
 

【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 見守り支援ネットワークの地域の拡充 拡充 拡充 

② あんしん相談室の拡大 拡充 継続 

 
図 4-5 あんしん相談室・高齢者支援センターを核とした見守り支援のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見守りの必要な高齢者について、町内会・自治会や民生・児童委員、老人

クラブ、協力機関で、見守りや支援を行います。 

あんしん相談室では、高齢者の生活実態の把握や緊急通報システムを活用

した緊急対応により、地域で支えあう仕組みづくりの支援を行います。 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯を地域で見守り、支えあうことによ

り、高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を送れます。 

　

 

　

あんしん相談室

高齢者支援センター

市

 
　
 協力機関

町内会・自治会

民生・児童委員

地 　域

見守り・支援

老人クラブ

高齢者

連 携・支援

 
 
 協力機関

町内会・自治会

老人クラブ地　域

見守り・支援
高齢者

民生・児童委員

連携

連携
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① 見守り支援ネットワークの地域の拡充 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が、住み慣れた地域で安心して生活

していくために、地域の高齢者支援センターを中心に町内会・自治会等の関

係機関による、見守り支援ネットワークの構築がさらに必要となっています。

12 箇所の高齢者支援センターが地域の方々と、見守り支援ネットワークの

構築を進めていきます。 

 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．高齢者見守り支援 
ネットワーク事業 

アンケート調査を実施し、
地域の様々な活動や介護保
険の利用のない方を、町内
会・自治会や老人クラブ、
民生・児童委員などにより見
守ります。 

３箇所 12 箇所 拡充 

イ．事業者での見守り 

ふれあい収集事業や配食サ
ービスでの見守りに加え、郵
便局や新聞販売店などの事
業者との協力による見守り
を実施します。 

11 事業者 拡充 拡充 

ウ．あんしん 
キーホルダー事業 

高齢者や家族が、高齢者支援
センターに本人の個人情報
を登録し、登録番号入りのキ
ーホルダーを所持すること
で、「もしもの時」に備え安
心した生活が送れるように
します。 

高齢者支援
センター 

４箇所 

高齢者支援

センター 

12 箇所 

継続 
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② あんしん相談室の拡大 

高齢者支援センターごとに、主任＊ケアマネジャーや社会福祉士等の専門職

を常駐させた相談窓口を設置します。高齢者のあらゆる相談に応じ、地域で

見守りが必要な方をネットワークにつなげることによって、地域のネットワ

ークを支援して行きます。 

 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．あんしん相談室 
設置事業 

専門職員を配置し、高齢者
の生活実態の把握や緊急通
報システムを活用した緊急
対応により、地域での支え
あう仕組みづくりの支援を
行います。 

２箇所 12 箇所 継続 

 
 
 
（２）要援護高齢者支援 

【現状と課題】 

高齢者の増加に伴い、災害時、徘徊（行方不明）、虐待、孤立死など援護が

必要な高齢者も増加しています。町田市では、徘徊や虐待など分野別に支援

ネットワークを立ち上げて対応してきました。 

援護が必要な高齢者の支援のため、継続して把握を行い、災害時や徘徊、

虐待など緊急時対応の仕組みを見直すことが必要です。 

 

【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 徘徊高齢者捜索ネットワーク 継続 拡充 

② 災害時要援護者支援 拡充 拡充 
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① 徘徊高齢者捜索ネットワーク 

認知症等による徘徊（行方不明）が発生した時に、家族や親族からの要望

により連絡網や探索システムを活用して、早期に発見できるように支援する

ものです。 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．徘徊高齢者捜索 
ネットワーク 

徘徊高齢者が発生した場合
に、徘徊高齢者情報連絡網
（高齢者支援センター・タク
シー会社・新聞販売所）を活
用して捜索協力を依頼しま
す。 

捜索協力機関 
57 箇所 

継続 拡充 

イ．緊急通報システム  

慢性疾患がある等、日常生活
上常時注意を要する状態に
ある高齢者に対し、消防署等
に通報できるペンダント型
発信機等を貸し出します。 

貸し出し数 
336 件 

継続 継続 

 
② 災害時要援護者支援 

災害が発生した時に、援護が必要な高齢者の安否確認や避難誘導、受け入

れ体制の支援を一層推進していきます。 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．災害時要援護者 
支援体制 

高齢者支援センターや民
生・児童委員、地域の町内
会・自治会等と連携を図り、
災害時の要援護者支援体制
の確立を目指します。 

要援護者 

リストの 

作成 

拡充 拡充 

イ．福祉避難所 
（二次避難所）  

災害時に一次避難所での生
活が困難な要援護者の受け
入れ先として、福祉施設と協
定を結びます。 

協定締結 

施設数 

21 施設 

拡充 拡充 
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（３）生活支援サービスの実施 

【現状と課題】 

これまで、高齢者が安心して暮らすために、介護保険サービスだけでなく、

支援が必要な人に対して、適切な生活支援のためのサービスを提供してきま

した。しかし、社会の動向や市民ニーズの変化に伴い必要なサービスは変化

していくため、それらに応じて、サービスの検討を行う必要があります。 

【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 適切な生活支援サービスの実施 実施 実施 
 

① 適切な生活支援サービスの実施 
高齢者の生活への支援として、食の自立支援サービスや長寿祝金の贈呈、

高齢者のための福祉のてびき等の事業について、社会動向や市民ニーズを踏

まえて実施していきます。 

【計画期間の主な取組み】 

ア 食の自立支援サービス 
要介護 1 以上でひとり暮らし高齢者又は高齢者のみ世帯の方に、調理した食事を直

接手渡しすることにより安否確認しながら配達します。 

イ 寝具洗濯乾燥消毒サービス 
ひとり暮らし高齢者または高齢者世帯で、失禁等がありかつ寝具を干すことが困難

な場合に、寝具の乾燥消毒及び丸洗いを行います。 

ウ 高齢者のための福祉のてびき 

70 歳以上の高齢者世帯に介護保険や高齢者福祉などに関する案内書を民生・児童委

員の協力を得ながら配布します。 

エ 長寿祝金の贈呈 
市内の 88 歳、99 歳、100 歳以上の方に年 1 回、長寿祝金を民生・児童委員の協

力を得ながら贈呈します。 

オ 高齢者無料入浴券の配布 
70 歳以上のひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯のうち、風呂の設備がない方、又

は介護保険の要支援 1、2、要介護 1～3 の認定がある方で、風呂の準備が困難な方に

入浴券を支給します。 

カ 高齢者調髪券の交付 
在宅で要介護 4・5 の方と特別養護老人ホームに入所の方への出張調髪券の交付や、

老齢福祉年金受給者と 65 歳以上の生活保護受給者へ調髪利用券を発行します。 

キ シルバー調髪カード発行事業 
75 歳以上の方に高齢者調髪協力店にてシルバー調髪料金で調髪できるカードを発

行します。 
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（４）高齢者支援センターの機能の充実  重点   

【現状と課題】 

高齢者支援センターでは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるた

めに、総合的な相談や支援、介護予防ケアマネジメント、高齢者の虐待防止

のための相談や権利擁護事業、ケアマネジャーへの支援や地域のネットワー

クづくり等を行っています。 

今後、後期高齢者やひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、認知症高齢者

が増加していく中で、地域包括ケアの実現に向けて、高齢者支援センターが

各地域の核となるため、継続して機能の充実を図る必要があります。 
 

10 年後の目指す姿 

 
 
 
 

【施策の方向】 
実施ステージ 

施   策 前期 
（2012～2016 年） 

後期 
（2017～2021 年） 

① 身近な相談体制の強化 拡充 拡充 

 
図 4-6 高齢者支援センターのイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢者支援センターでは、専門スタッフが地域のニーズを把握し、関係機

関と連携しながら、高齢者とその家族への支援を行っています。 

高齢者支援センターが、様々な機能を持つ窓口として広く知られ、身近な

困り事から専門的な相談まで幅広く対応することで、住み慣れた地域で、不

安や心配事がなく住み続けられます。 

高齢者本人・家族 　支 援

福祉・医療機関

 高齢者支援センター
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福祉サービス事業者

医療機関 
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ター運営協議会
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① 身近な相談体制の強化 

より多くの方に高齢者支援センターを知ってもらうよう、町内会・自治会

等を通じて、地域に役割を周知していくとともに、地域の支えあい機能を高

めるために、積極的に関係機関との連携を進めていきます。 

また、センター職員に対する研修等を行い資質の向上を図り、あわせて、

高齢者支援センターが円滑に業務を遂行できるよう、事業評価の仕組みづく

り等を含め、体制の強化を検討していきます。 

さらに、全ての高齢者支援センターに、あんしん相談室と認知症高齢者相

談窓口を設置し、身近な場所で専門的な相談ができるようにします。 

 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

相談件数 

約 47,000
件 

相談件数 

51,000
件 

拡充 

ア．高齢者支援センター 

運営事業 

高齢者の地域での生活を
支えるために、総合相談
や介護予防等の総合的な
支援を行います。また、
認知症高齢者相談（もの
忘れ相談）や、高齢者虐
待等の権利擁護に関する
相談事業を行います。 

設置 

箇所数 

12 箇所 

設置 

箇所数 

12 箇所 

検討 
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町田市では、2011 年４月に高齢者支援センターの担当地域や名称を変更

しました。担当地域の再編により、全てのセンターで４人以上の職員配置と

なりました。 

高齢者支援センターの担当地域については、合併前の旧行政区域をもとに、

高齢者人口や町内会・自治会等を考慮して、４圏域・12 担当地域を設定し

ています。ただし、地域の実情や社会情勢を踏まえ、必要に応じて見直しを

検討します。 

 
表 4-１ 高齢者支援センター担当地域  （2012 年 3 月末時点） 
圏
域 番号 名称 所在地 担当地域 

① 
堺第１高齢者 
支援センター 

相原町 相原町 

② 
堺第２高齢者 
支援センター 

小山ヶ丘 小山町、小山ヶ丘、上小山田町 

③ 
忠生第１高齢者 
支援センター 

下小山田町 
図師町、下小山田町、忠生、矢部町、小山田桜

台、常盤町、根岸町、根岸 

堺
・
忠
生
地
区 

④ 
忠生第２高齢者 
支援センター 

山崎町 
山崎町、山崎、木曽町、木曽西、木曽東、本町

田の一部（公社住宅町田木曽） 

⑤ 
鶴川第１高齢者 
支援センター 

薬師台 
小野路町、野津田町、金井、金井町、大蔵町、

薬師台 鶴
川
地
区 ⑥ 

鶴川第２高齢者 
支援センター 

能ヶ谷 
能ヶ谷、三輪町、三輪緑山、広袴、広袴町、真

光寺、真光寺町、鶴川 

⑦ 
町田第１高齢者 
支援センター 

森野 
原町田、中町、森野、旭町、木曽東の一部（都

営木曽森野アパート） 

⑧ 
町田第２高齢者 
支援センター 

本町田 
本町田、金井町の一部（藤の台団地）、南大谷

の一部（公社住宅本町田） 

町
田
地
区 

⑨ 
町田第３高齢者 
支援センター 

玉川学園 玉川学園、南大谷、東玉川学園 

⑩ 
南第１高齢者 
支援センター 

鶴間 
鶴間、小川、つくし野、南つくし野、金森の一

部（都営金森第８アパート） 

⑪ 
南第２高齢者 
支援センター 

金森 
金森、南成瀬、成瀬が丘、原町田の一部（都営

金森１丁目アパート） 

南
地
区 

⑫ 
南第３高齢者 
支援センター 

成瀬台 成瀬、高ケ坂、成瀬台 
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図 4-7 高齢者支援センター担当地域図 （2012 年 3 月時点） 
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（５）認知症高齢者及び家族介護者支援  重点   

【現状と課題】 

町田市の認知症高齢者の現状としては、１２ページの「町田市の高齢者の

現状」の図で示したように、主に以下の３点が明らかになっています。 

 

○要支援・要介護認定を受けている方 1.5 万人のうち、半数以上の 8.3 千

人に認知症の症状がある。 

○要支援・要介護認定者の中の認知症の割合が上昇している。 

2007 年度は 49.5% ⇒ 2011 年度は 55.2%   

○要支援・要介護認定を受けていない方 7.5 万人に、認知症のリスクあり。 

 

しかしながら、認知症の早期発見・早期対応により、その発症を遅らせる

ことができる可能性があると考えられています。 

 

これまで、認知症高齢者への支援としては、市民が認知症を正しく理解し、

認知症高齢者やその家族が安心して住み慣れた地域でいきいきと暮らし続け

られることを目指し、認知症サポーター養成講座などを実施してきました。 

しかし、前述した現状から、これまで以上に認知症高齢者やその家族への

支援を行う必要性が生じています。また今後、高齢化の進展により、後期高

齢者が前期高齢者を上回ることが予測され、認知症の高齢者や高齢者を高齢

者が介護する世帯の、更なる増加も考えられます。 

認知症高齢者とその家族を支えていくためには、引き続き認知症への理解

を啓発するとともに、実態把握による早期発見・早期対応の仕組みの確立や

家族介護者の負担軽減への取り組みが求められます。 

 

 
10 年後の目指す姿 

 
 
 
 
 

認知症高齢者やその家族を支えるための、身体的・精神的負担を軽減する仕

組みがあり、認知症高齢者とその家族が地域で安心して暮らし続けられます。
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図 4‐6 認知症高齢者及び家族介護者支援の１０年後のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症高齢者とその家族に対して、１２箇所全ての高齢者支援センターで、

もの忘れ相談が実施され、認知症支援推進員の配置とともに、認知症に関す

る総合的な支援が行われています。 

また、それらの高齢者支援センターとともに、家族介護者への支援の団体

が立ち上がり、認知症のためのボランティア育成や家族会の支援が総合的に

行われるようになります。 

 

【施策の方向】 
実施ステージ 

施   策 前期 
（2012～2016 年） 

後期 
（2017～2021 年） 

① 認知症高齢者支援 拡充 拡充 

② 認知症高齢者の家族への支援 拡充 継続 

③ 家族介護者の負担軽減となる支援 継続 継続 

認知症高齢者
や

その家族

支 援

○地域権利擁護事業
　
○成年後見制度
                       など

社会福祉協議会

○認知症の理解
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支
 
援

○「もの忘れ相談事業」
    による相談体制の強化

○認知症支援推進員配置
　により、医療機関との
　連携、相談、サービス
　調整
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認知症
専門医

認知症支援
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 ○認知症家族介護支援の
 　ための相談窓口、
 　家族会の交流･育成

 ○認知症ボランティア
    の育成
                             等

家族介護者への支援の民間団体 認知症に対する
体制作りの検討

医療機関からの退院
に際し、専門家によ
る医療サービスや福
祉 サービスの調整

医療
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認知症
家族介護者
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連 携
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認知症
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○認知症の
　早期発見
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支 援
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支 援
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参　加

連 携

連 携

市
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① 認知症高齢者支援 

今後も、認知症高齢者の増加が見込まれる中、認知症高齢者の個人の尊厳

が守られ、安心して住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるよう、認

知症の理解を深めるための普及啓発が必要です。 

 

【計画期間の主な取組み】 
成果指標 

事業名 事業概要 
2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．もの忘れ相談事業 
高齢者やその家族が、認知症
に関して専門医との相談が
気軽にできる事業です。 

高齢者支援
センター 

４箇所 

で実施 

高齢者支援

センター 

12 箇所 

で実施 

継続 

イ．認知症サポーター 

養成講座事業 

認知症高齢者が住み慣れた
地域で、安心して住み続けら
れるよう、認知症についての
正しい知識と理解を、広く市
民に啓発して行きます。認知
症サポーターは地域を見守
り、認知症の人とその家族を
支えます。また、フォローア
ップ講座では、認知症サポー
ターに対し、具体的な関わり
について学ぶ機会を提供し
ています。 

認知症 

サポーター数： 

6 , 7 0 0 人 

認知症 

サポーター数：：
1 0 , 0 0 0 人 

拡充 

 
 
② 認知症高齢者の家族への支援 

認知症高齢者の増加に伴い、家族介護者が増加するため、従来のサービス

に加えて、認知症に関わる事業を総合的に推進します。 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．認知症家族介護者 
協議会の設置  

認知症支援における専門
チームやもの忘れ相談な
どの相談機関、家族会な
どで家族介護の施策につ
いて検討する協議会をつ
くります。 

━ 

新規 

 

年２回 
開催 

継続 
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成果指標 

事業名 事業概要 
2011 年度 

実績（見込み） 前期 前期 

イ．介護はじめて講座 

認知症高齢者の介護し始
めた家族を対象に講座を
開催し、介護の理解度を
高め孤立感や介護ストレ
ス、不安の軽減を促しま
す。 

４箇所 
で開催 

12 箇所で
開催 

継続 

 
 
③ 家族介護者の負担軽減となる支援 

高齢者を介護している家族の身体的・精神的負担を軽減し、住み慣れた地

域での生活が継続できるよう、家族介護者等への支援を行います。 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．家族介護者教室 
 

要介護高齢者の家族等に、介
護方法などについて学んで
いただく教室を高齢者支援
センターで開催します。 

開催回数 

26 回 

各年 

30 回 
継続 

イ．家族介護者交流会 

要介護高齢者の家族の負担
軽減や家族同士の情報交換
のために、高齢者支援センタ
ーで家族介護者交流会を開
催します。 

開催回数 

111 回 

各年 

120 回 
継続 

ウ．徘徊高齢者家族支
援サービス事業 

現在位置を探索するシステ
ムにより、認知症などのある
方が行方不明となった場合
に、ご家族からの問い合わせ
に応じます。 

ＧＰＳ 
実利用人数 
72 人 

継続 継続 
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（６）高齢者の権利擁護 

【現状と課題】 

高齢者の権利擁護のため、＊成年後見制度への支援や高齢者の虐待防止への

取り組みを行ってきました。 

今後、高齢者の増加とともに、介護保険サービスをはじめとする各サービ

スの利用契約、金銭管理や財産管理が困難な認知症高齢者の増加が予測され

ます。このため高齢者の判断能力が低下した場合でも、高齢者が安心して生

活できるように、引き続き権利擁護の取組みを行うと共に、その充実が求め

られます。 

【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 成年後見制度への支援 継続 継続 

② 高齢者の虐待防止事業 継続 継続 

 
① 成年後見制度への支援 

認知症などにより、判断能力が低下し、財産管理や契約行為が出来ない高

齢者に対し、財産管理や契約のサポートをすることにより安心して生活が出

来るように、成年後見制度（市長申立て）等の支援をしていきます。 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．成年後見制度への支援 

高齢者支援センター
を通じ、成年後見制度
活用への支援を行い
ます。 

高齢者支援 

センターへ 

の相談件数 

219 件 

継続 継続 

イ．＊市民後見人の活用 

親族の方が後見人を
できない場合には、東
京都が養成し、市に登
録がある市民後見人
を活用してもらい、高
齢者の権利擁護を図
っています。 

登録人数 
18 人 

拡充 継続 
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② 高齢者の虐待防止事業 

高齢者虐待防止連絡協議会にて情報共有や事例検討等を行い、高齢者への

虐待に対するネットワーク作りに向けた検討を行い、早期解決に向けた取組

みを実施していきます。市民向けの講演会を通じて広く高齢者虐待防止への

啓発を実施していきます。 

 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．高齢者虐待防止 

連絡協議会 

関係機関の代表が集まり、
情報交換や事例について
協議を行います。 

協議会 

：年２回 
継続 継続 

イ.高齢者虐待防止
の啓発 

市民や施設に対し、虐待防
止の講演会の開催やパン
フレットの配布により、虐
待防止の啓発を行います。 

講演会 

年 1 回 

 

パンフレット 

作成 

継続 継続 
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 ３  自分に合った施設や住まいの選択 

高齢者が、いつまでも自分らしく、安心して生活を続けられる施設や住まい

を、一人ひとりの状況に応じて選択できるよう、地域に密着した介護保険サー

ビスや特別養護老人ホームなどの介護保険施設、有料老人ホームなどの高齢者

の住まいの整備を進めます。 

 
 

＜基本目標＞            ＜基本施策＞ 

 
 
 
 
 
 
図 4-9 町田市が描く高齢者のための未来予想図と基本目標との関係 
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４ 安心して介護保険サービス
　を利用できる環境づくり

保健・福祉・介護・医療との連携

５ 介護保険事業の円滑な運営 介護給付・運営の
適正化の推進

介護保険施設の整備

介護保険
施設
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２ 住み慣れた地域での
　 生活継続の推進
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サービス
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員
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ＮＰＯ団体等

医療機関
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（１）高齢者の住まいの選択肢拡大 

（２）地域に密着した介護保険サービスの提供 重点

（３）介護保険施設の整備          重点
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（１）高齢者の住まいの選択肢拡大 

【現状と課題】 

高齢者が一人ひとりの状況に応じ、住み慣れた地域で住み続けられるよう

に、在宅での生活を継続するための支援や有料老人ホームなどの住み替えの

住まいの整備を行なってきました。 

市民ニーズ調査では、介護保険サービスを利用している高齢者の約 5 割の

方が、「住み慣れた自宅で暮らし続けたい」と回答しており、介護状態になっ

ても自宅で住み続けられるように住宅改修等の支援事業を継続して推進する

必要があります。さらに、身体の状態や多様化する価値観、ニーズに対応し

た住まいを、高齢者自らが選択できるように、高齢者に配慮した住まいや施

設の普及を図る必要があります。 

【施策の方向】 

実施ステージ 

施   策 前期 
（2012～2016 年） 

後期 
（2017～2021 年） 

①在宅生活継続の支援 継続 継続 

②多様な住まいの普及 継続 継続 

 
① 在宅生活継続の支援 

要介護状態になっても住宅環境を改善することにより、住み慣れた自宅で

住み続けられるように、住宅改修等の支援事業を推進します。 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．高齢者住宅設備 

改修給付事業 

要介護認定をお持ちの方が、
身体機能の低下に伴い既存
の設備では使用が困難な場
合に、浴槽、流し等の改修費
用を支給します。 

また、二次予防事業対象者
の転倒予防や痛みの軽減等
を目的に、手すりの設置等の
改修費用を負担します。 

利用件数 
110 件 

継続 継続 
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② 多様な住まいの普及 

住宅環境や身体機能の低下などの理由から住み替えを希望する高齢者が、

できるだけ環境変化の少ない地域内で、自分に合った住まいや施設を選択で

きるように、高齢者住宅や有料老人ホームの普及を図ります。 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

住宅型 
有料老人 
ホーム 

2 施設 

定員 75 人 

継続 

＊軽費老人
ホーム 

(＊ケアハ
ウス含む) 

3 施設 

定員 90 人 

継続 ア．高齢者住宅の普及 

住宅環境や身体機能の低下
などの理由から住み替えを
希望する高齢者が、できるだ
け環境変化の少ない地域内
で住み替えられるように高
齢者の住まいの普及を図り
ます。また、「＊サービス付高
齢者向け住宅（※1）」や「医
療・介護連携型高齢者専用賃
貸住宅」など、新たな高齢者
住宅の普及を検討します。 サービス

付高齢者
向け住宅 

━ 

新規 

 

検討 

 

継続 

 

 

イ. 有料老人ホーム 

（介護付・介護専用） 

の普及 

住み替えの選択肢拡大のた
めに、多くの市民入居が見込
める利用料金設定や地域の
均等化が図れるように、施設
整備の誘導を進めます。 

＊特定施設 
33 施設 

定員 
2,954 人 

※2 

増加分 

定員
600 人 

継続 

ウ.養護老人ホーム 

原則 65 歳以上の環境上・経
済上の理由により居宅での
生活が困難な高齢者を、措置
による施設入所を行い、支援
します。 

1 施設 

定員 50 人 
継続 継続 

※1 サービス付高齢者向け住宅 

ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者のみ世帯などが、安心して住み慣れた地域で居住できるよう、
バリアフリー構造等を備え、専門員による安否確認・生活相談サービスなどを提供する賃貸住宅
のこと。 

※2 第４期計画分（2012 年度開設分含む） 

2011 年度までの開設累計 22 施設定員 2,156 人 2012 年度開設予定 11 施設定員 798 人 
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図 4-10「費用や身体状況の視点による高齢者の住まいと施設」の種類（イメージ） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の軸は経済状況、上の軸は身体状況を示しています。 

左軸では上が高所得、下が低所得となっており、上軸では右が介護の必要

な方、左が自立の方となっています。 

軸の中は高齢者のための施設や住まいを示しています。それぞれ経済状況

や身体状況によって、選択する施設や住まいは異なります。 

 
※この図は費用や身体状況の視点で、どの住宅や施設が条件に合うかを大まかに区別できるように

したものです。必ずしも、この図に当てはまらない場合もあります。 
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（２）地域に密着した介護保険サービスの提供  重点   

【現状と課題】 

高齢者が身近な地域での生活が継続できるよう、利用者のニーズを的確に

把握し、地域の状況に応じて整備を行ってきました。 

これまで地域ごとに整備を進めてきましたが、10 年後には、要介護認定

者が５,000 人、認知症高齢者が 2,500 人増加することが見込まれています。

そのため、地域によっては、施設や提供サービスの不足が懸念されます。 

 
10 年後の目指す姿 

    
 
 
 
 
図 4-11 地域に密着した介護保険サービス提供（10 年後のイメージ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

徒歩圏内に、在宅サービスや＊認知症高齢者グループホームなどがあり、

自分に合った介護保険サービスを利用することができます。

介護が必要になっても、高齢者が住み慣れた自宅や地域で安心して

住み続けられます。 

　

●住み慣れた地域で、自分
　　に合った介護サービスを

選択できる

●徒歩圏内に利用したい
介護サービスがある

複合型
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老人ホーム
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居宅介護 ショートステイ

（短期入所）
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特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム
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【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 地域に密着した介護保険サービス施設の
整備推進 

拡充 拡充 

 
 
① 地域に密着した介護保険サービス施設の整備推進 

住み慣れた自宅や地域で生活を継続するために、地域に密着した介護保険

サービス施設の整備を推進します。とくに、認知症高齢者への支援として、

認知症高齢者グループホームや＊認知症対応型デイサービスの整備を進めま

す。 

 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

認知症高齢
者グループ
ホーム 

16 施設 

定員 

252 人 

増加分 

7 施設 
定員 

126 人 

拡充 

認知症対
応型デイ
サービス 

23 施設 

定員 

367 人 

※1 

増加分 

6 施設 

定員 72 人 

拡充 
ア．地域密着型 
サービス整備 

住み慣れた地域
で生活が継続で
きるよう、地域
ごとに在宅介護
や認知症高齢者
をサポートする
施設の整備を行
います。新たな
サービスの動向
についても、確
認していきま
す。 

＊小規模
多機能型
居宅介護 

4 施設 

定員 

100 人 

増加分 

6 施設 

定員 

150 人 

拡充 

※1 第４期計画分（2012 年度開設分含む） 
2011 年度までの開設累計 22 施設定員 355 人 2012 年度開設予定 1 施設定員 12 人 
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図 4-12 地域密着型サービスの整備状況（2012 年 3 月末時点） 
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（３）介護保険施設の整備  重点   

【現状と課題】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けるために、在宅でのケアを

推進していますが、在宅で生活を続けることが難しい方のための特別養護老

人ホームが不足しています。今後も要介護認定者の増加が見込まれるため、

市民ニーズや介護保険料を勘案しながら、特別養護老人ホームの入所待機者

の解消や待機期間の短縮を目指し整備を行う必要があります。 

 
10 年後の目指す姿 

 
 
 
 
 

【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 特別養護老人ホームなどの施設整備
の推進 

拡充 拡充 

 
① 特別養護老人ホームなどの施設整備の推進 

要介護認定者数の増加、特別養護老人ホーム待機者の状況を踏まえ、広域

型施設の整備を引き続き推進します。 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

特別養護 
老人ホー
ム 

20 施設 
定員
1,834 人
※1 

増加分 

定員 200
人 

拡充 

ア．広域型介護保険
施設整備 

要介護認定者の増
加、待機者の状況
を踏まえ、広域型
施設の整備を行
う。 

＊介護老
人保健施
設 

6 施設 
定員 

720 人 
※2 

継続 拡充 

※1、2 第４期計画分（2012 年度開設分含む） 

※1 2011 年度までの開設累計 18 施設定員 1,602 人 2012 年度開設予定 2 施設定員 232 人 

※2 2011 年度までの開設累計 5 施設定員 570 人   2012 年度開設予定 1 施設定員 150 人 

自宅での生活が難しくなった時に、適切な施設に入所できます。 

○要介護３以上や緊急性のある方が、半年以内に特別養護老人ホームに 

入所できます。 

○住み慣れた地域で、自分に合った施設に入所できます。 
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図 4-13 介護保険施設の整備状況（2012 年 3 月末時点） 
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 ４  安心して介護保険サービスを利用できる環境づくり 

高齢者が安心して生活を続けることができるよう、介護保険サービスの質の

向上、介護保険サービスを提供する人材の育成・確保への支援、医療と福祉の

連携等の環境づくりに取り組んでいきます。 

 

＜基本目標＞         ＜基本施策＞ 

 
 
 
 
 
 
 
図 4-14 町田市が描く高齢者のための未来予想図と基本目標との関係 
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（１）介護保険サービスの質の向上 

【現状と課題】 

利用者や家族が介護保険サービスを安心して利用するためには、介護保険

サービスの質の向上が大切です。また、介護保険制度を適正に運営にしてい

くために、ケアマネジャーの資質や専門性を向上させることが必要です。 

【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 介護保険サービスの質の向上 拡充 継続 

 
① 介護保険サービスの質の向上 

利用者や家族が安心して介護保険サービス事業者を選択できるよう、＊福祉

サービス第三者評価と介護相談員派遣事業を引き続き推進します。 
＊主任ケアマネジャーを中心に研修を開催し、ケアマネジメント力を向上さ

せ、質の高い適切な介護保険サービスを提供できるように努めます。 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．福祉サービス
第三者評価受
審助成等事業 

サービスの質の向上を図る
ため、市内介護保険サービ
ス事業所が「東京福祉サー
ビス評価推進機構認証評価
機関」による第三者評価の
受審費用を助成し、受審結
果の指摘箇所が改善された
かを確認します。 

30 施設 45 施設 継続 

イ．介護相談員 

派遣事業 

介護保険サービスの利用者
やその家族の身近な相談相
手となる介護相談員を、市
内の介護老人福祉施設等に
派遣することで、介護保険
サービスの質の向上を図り
ます。 

訪問 

施設数 
21 箇所 

訪問 

施設数 

30 箇所 

継続 

ウ．ケアマネジメ
ントの充実 

主任ケアマネジャーへの研
修を継続的に開催し、ケア
マネジメントの資質と専門
性の向上を図ります。 

年 2 回 
開催 

年 2 回 

開催 
継続 
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（２）介護人材の育成・確保 

【現状と課題】 

安心して介護保険サービスを利用するためには、利用者の需要に応じて必

要なサービス量を確保し、安定的に提供することが重要です。市では積極的

に介護保険施設の整備を進めるとともに、「町田市介護人材開発センター」の

立ち上げを支援し、人材の育成と確保を一体的かつ専門的に行うことができ

る体制を整えてきました。 

今後も介護人材の必要性が見込まれることから、更なる人材の育成・確保

を進めていくことが必要です。 

 

【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 介護人材の育成・確保の支援 拡充 継続 

 
 
図 4-15 町田市介護人材開発事業 イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町田市介護人材開発事業　イメージ図

○職員のメンタルケア、仕事相談

町田市

町田市介護人材開発センター（運営：町田市高齢者福祉施設運営協議会）

○福祉の仕事、相談・説明会の開催 ○就職に関わる情報の提供

○研修等による介護サービスの質の向上

○研修参加による職員間のネットワーク構築

○学生や市民への介護職のアピール

補助

人材育成 就労支援人材確保

介護保険サービスの
質の向上

高齢者が安心して
介護保険サービスを

利用できる

市内の

介護保険サービス事業所、福祉養成学校

支援
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① 介護人材の育成・確保の支援 

質の高い介護保険サービスを提供することで、介護保険サービスを利用す

る高齢者が自分らしく安心して暮らせる生活につながります。介護保険サー

ビスの向上のため、町田市介護人材開発センターを通じて、介護人材の育成・

確保に対して支援をします。 

 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．介護人材 
開発事業 

介護人材開発事業を行う団体
に対して、当該事業に要する
経費を補助することにより、
介護人材の育成・確保を図り、
介護保険サービスの向上を目
指します。 

登録事業所数 
232事業所 

（全 418 事業所

の 55.5％） 

登録事業
所率 
80％ 

継続 

 
 
 
（３）保健・福祉・医療の連携 

【現状と課題】 

これまで講演会などを通じて、保健・医療・福祉の連携を図ってきました。 

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者が増えつつある中、高齢者が住み慣れ

た地域で生活を継続するには、保健・医療・福祉の連携が重要となってきて

います。そのため、医療関係者と福祉関係者の情報共有等の連携の強化を推

進していく必要があります。 

【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 医療と福祉の連携 拡充 継続 
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① 医療と福祉の連携 

医療関係者と福祉関係者の情報共有等の連携の強化を推進していくにあた

り、町田市では、認知症高齢者の入退院を、総合調整するチームを立ち上げ、

医療・福祉の連携を強化し、認知症に関わる事業を総合的に推進していきま

す。 

 

【計画期間の主な取組み】 

成果指標 
事業名 事業概要 

2011 年度 

実績（見込み） 前期 後期 

ア．認知症支援相談
窓口の設置 

認知症高齢者が入院や退院
する際の相談窓口を立ち上
げ、医師・歯科医師・薬剤師・
ケアマネジャー・家族会・高
齢者支援センター職員など
による調整チームにより、医
療や福祉のサービス調整を
実施します。 

━ 

新規 

 

相談窓口 

1 箇所 

設置 

継続 

イ．認知症支援 
推進員の育成 

各高齢者支援センターの職
員を対象に、認知症支援推進
員を 1名育成し、認知症の方
やその家族からの相談に応
じて適正な機関と連携を図
ります。 

━ 

新規 

 

12 名 

継続 
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 ５  介護保険事業の円滑な運営 

介護保険事業を円滑に運営するためには、適正なサービス量の見込みの推計

を実施し、介護保険料を設定していくことが必要です。また、それらの見込み

の中で、介護予防事業や介護基盤の整備を実施し、高齢者が住み慣れた地域で

自分らしく、安心して生活を続けられるよう支援をしていくことで、介護保険

事業の円滑な運営を推進していきます。個別の事業等、詳細については３年ご

とに策定される介護保険事業計画書に記載します。 

 
＜基本目標＞         ＜基本施策＞ 

 
 
 
 
 
 
図 4-16 町田市が描く高齢者のための未来予想図と基本目標との関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 地域参加と生きがい
    づくりの推進

就労の機会の確保

高齢者の生きがい・
集う場づくり

シルバー人材センター

民間企業等

社会福祉協議会

４ 安心して介護保険サービス
　を利用できる環境づくり

保健・福祉・介護・医療との連携

５ 介護保険事業の円滑な運営 介護給付・運営の
適正化の推進

介護保険施設の整備

介護保険
施設

地域密着型
サービス

介護人材の育成・
確保支援

３ 自分に合った施設
　や住まいの選択

高齢者の住まいの
選択肢拡大

２ 住み慣れた地域での
　 生活継続の推進

自主グループ

健康づくり・
介護予防の推進

ふれあい館 ふれあい
サロン

ボランティア

民生・児童委員

町内会・自治会

ＮＰＯ団体等

医療機関

老人クラブ

高齢者のみ世帯

要介護認定者
がいる

高齢者による
介護

ひとり
暮らし高齢者

認知症高齢者

認知症高齢者支援

高齢者支援
センター

高齢者支援センター
機能の充実

高齢者の見守り支援
ネットワークの拡大

家族介護者支援

５ 介護保険事業の円滑

な運営 

（１）介護保険施設の整備 

（２）地域支援事業の実施 

（３）介護給付・運営の適正化 

社会福祉協議会

４ 安心して介護保険サービス
　を利用できる環境づくり

保健・福祉・介護・医療との連携

５ 介護保険事業の円滑な運営 介護給付・運営の
適正化の推進

介護保険施設の整備

介護保険
施設

地域密着型
サービス

介護人材の育成・
確保支援

３ 自分に合った施設
　や住まいの選択

高齢者の住まいの
選択肢拡大

民生・児童委員

町内会・自治会

ＮＰＯ団体等

医療機関

要介護認定者
がいる

高齢者による
介護

認知症高齢者

認知症高齢者支援

高齢者支援
センター

高齢者支援センター
機能の充実

高齢者の見守り支援
ネットワークの拡大

家族介護者支援
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（１）介護保険施設の整備 

【現状と課題】 

現在、在宅での介護保険サービスの利用を希望する方や在宅で生活を続け

ることが難しく施設への入居を希望する方のニーズに対応するため、特別養

護老人ホームや地域密着型サービスなどの施設整備を進めています。 

今後も、要介護認定者数の増加、認知症高齢者数の増加、特別養護老人ホ

ーム待機者の状況等を踏まえ、広域型施設や地域密着型サービスの整備を引

き続き推進する必要があります。とくに地域密着型サービスについては、高

齢者がより長く地域で生活できるよう、住み慣れた地域ごとに整備を行って

いきます。 

【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 地域に密着した介護保険サービス施設
の整備推進 

拡充 拡充 

② 広域型施設の整備の推進 拡充 拡充 

 
（２）地域支援事業の実施 

【現状と課題】 

現在、全ての高齢者を対象とし、要支援・要介護など介護が必要な状態に

なる前からの介護予防を推進するとともに、高齢者が地域において自立した

生活を継続できるよう、「介護予防事業」、「包括的支援事業」、「任意事業」の

３つから構成される事業に取り組んでいます。 

今後も、全ての高齢者の方が住み慣れた地域で元気に暮らし続けるよう、

継続してに取り組んでいく必要があります。 

【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 介護予防事業 継続 継続 

② 包括的支援事業 継続 継続 

③ 任意事業 継続 継続 
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① 介護予防事業 

介護予防事業は、生活機能の低下により要支援者又は要介護者にな

る可能性のある高齢者に、生活機能の維持・向上を目的とした介護

予防事業を行います。また、健康な高齢者には、健康維持のための

介護予防普及啓発事業を行います。 

対象事業 

二次予防対象者把握事業・通所型介護予防事業・訪問型介護予防事業・
介護予防普及啓発事業・認知症発症遅延事業・介護予防サポーター養成
事業・いきいきポイント制度 

② 包括的支援事業 

包括的支援事業は、安心して地域で暮らせるように「高齢者支援セ

ンター」を設置し、高齢者の総合相談と支援、介護予防マネジメン

ト、権利擁護事業や地域ネットワークづくりを行います。 

対象事業 

高齢者支援センター運営事業 

③ 任意事業 

任意事業は、地域の実情に応じた支援を行う事業で、家族介護者へ

の支援事業や介護相談員派遣事業などを行います。 

対象事業 

介護給付費適正化事業・徘徊高齢者家族支援サービス事業・介護相談員
派遣事業・住宅改修指導事業 

 
 
 
 
（３）介護給付・運営の適正化 

【現状と課題】 

高齢化社会が進む中、高齢者が安心して利用できるように介護保険サービ

ス事業者のコンプライアンス（法令遵守）を始め良質で適正なサービスの提

供が求められています。また、利用者が適正なサービスを利用するために介

護保険制度の理解・周知等を図る必要があります。 
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【施策の方向】 

実施ステージ 
施   策 前期 

（2012～2016 年） 
後期 

（2017～2021 年） 

① 事業者への指導及び育成 拡充 継続 

② 介護保険制度の周知 拡充 継続 

 
① 事業者実地指導 

利用者が良質なケアの提供を受けられるように事業所に赴き、サービスの

提供の確認及び助言を行い、継続的に適正な運営が図れるように実施してい

きます。 

 
② 介護保険制度の周知 

利用者がどのような時にどのような介護保険サービスが受けられるのか、

利用者の必要性に応じてサービスが利用できるように広報活動等を行い制度

の周知を図ります。 

 


